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　　 条　　 例
○熊本県手数料条例の一部を改正する条例　　　　　　　　　　　　　（財　 政　 課）　 �
○熊本県住民基本台帳法施行条例　　　　　　　　　　　　　　　　　（市町村総室）　 �
○肥後学園設置条例の一部を改正する条例　　　　　　　　　　　（障害保健福祉課）　 �
○熊本県沿岸漁業構造改善協議会等設置条例の一部を改正する条例　　（水産振興課）　 �
○土地収用法の規定による参考人又は鑑定人の旅費及び手当に関する条
　例の一部を改正する条例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用地対策課）　 �
○熊本県立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例　　　　（学校人事課）　 �
○熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例　（　　 〃　　 ）　 �
○熊本県警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例の一
　部を改正する条例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（警 察 本 部）　 �
○熊本県警察の交通巡視員に対する被服の支給及び装備品の貸与に関す
　る条例を廃止する条例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　 〃　　 ）　 �
○熊本県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例　　　　（財　 政　 課）　 �
　　 登　 載　 依　 頼
○熊本県議会会議規則の一部を改正する規則　　　　　　　　　　　　（議会事務局）　 �

　本号で公布された条例のあらまし

　◇熊本県手数料条例の一部を改正する条例
　　（１）　 土地収用法の一部改正に伴う手数料の新設及び額の改定
　　　　 ①　 仲裁申請手数料を新設することとした。　　　　　　　　　�件　 �������円
　　　　 ②　 土地収用法の一部改正に係る事務手続の増加等に伴い事業認定申請手数料
　　　　　 を改定することとした。　　��　　（改定前）�������円→（改定後）�������円
　　（２）　住民基本台帳法の一部改正に伴う手数料の新設
　　　　　 本人確認情報開示手数料を新設することとした。　���������������������　 �件　 ��円
　　（３）　熊本県立技術短期大学校の入学料の額を改定することとした。

　　（４）　 施行日
　　　　　 この条例は公布の日から施行することとした。ただし、土地収用法の一部改
　　　　 正に伴う手数料の新設及び額の改定については平成 ��年 �月 ��日から、住民
　　　　 基本台帳法の一部改正に伴う手数料の新設については平成 ��年 �月 �日から
　　　　 施行することとした。
　　（５）　経過措置
　　　　　 熊本県立技術短期大学校に平成 ��年度に入学する聴講生に係る入学料の額
　　　　 は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることとした。
　◇熊本県住民基本台帳法施行条例
　　（１）　 この条例は、住民基本台帳法（昭和 ��年法律第 ��号。以下「法」という。）
　　　　 の施行に関し必要な事項を定めることとした。（第 �条関係）
　　（２）　 本人確認情報の保護に関する審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定め
　　　　 ることとした。
　　　　 ①　 法第 ��条の �第 �項の規定に基づき、熊本県本人確認情報保護審議会を設
　　　　　 置することとした。（第 �条関係）
　　　　 ②　 審議会は、委員 �人以内をもって組織することとした。（第 �条関係）
　　　　 ③　 委員は知事が任命し、その任期は �年とすることとした。（第 �条関係）
　　　　 ④　 審議会の会長、会議及び庶務について所要の規定を設けることとした。
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改　　定　　後改　　定　　前区　　　　　　　分

�������円�������円
その者が一にする生計の主たる維持

者が県内に住所を有する場合

学 生

1人に

つ き �������円�������円その他の場合

������円������円聴講生　�人につき



　　　　　（第 �条～第 �条関係）
　　　　 ⑤　 その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるこ
　　　　　 ととした。（第 �条関係）
　　（３）　 本人確認情報の提供に係る手数料について必要な事項を定めることとした。
　　　　 ①　 指定情報処理機関が行う本人確認情報の提供に係る手数料（以下「情報提
　　　　　 供手数料」という。）は、指定情報処理機関にその収入として収受させるこ
　　　　　 ととした。（第 �条関係�）
　　　　 ②　 情報提供手数料の額は、本人確認情報の提供に要する費用を本人確認情報
　　　　　 の提供の見込み件数で除して得た額を基礎として、指定情報処理機関が知事
　　　　　 の承認を受けて定めることとした。（第 ��条関係）
　　（４）　 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が
　　　　 定めることとした。（第 ��条関係）
　　（５）　 この条例は、平成 ��年 �月 �日から施行することとした。
　◇熊本県立肥後学園設置条例の一部を改正する等の条例
　　（１）　 設置目的を知的障害児の入所施設から療育訓練を行う施設とすることとした。
　　　　（第１条関係）
　　（２）　 熊本県立肥後学園設置条例を廃止することとした。（第 �条関係）
　　（３）　 施行日
　　　　　 第 �条の規定は公布の日から施行し、第 �条の規定は平成 ��年 �月 �日から
　　　　 施行することとした。
　◇熊本県沿岸漁業構造改善協議会等設置条例の一部を改正する条例
　　（１）　 条例の名称を「熊本県漁業経営構造改善協議会等設置条例」に改めることと
　　　　 した。
　　（２）　 事業の名称を「漁業経営構造改善事業」に、協議会の名称を「漁業経営構造
　　　　 改善協議会」に改めることとした。
　　（３）　 施行日
　　　　　 この条例は、公布の日から施行することとした。
　　（４）　 経過措置
　　　　　 この条例の施行の際に熊本県沿岸漁業構造改善協議会又は地区沿岸漁業構造
　　　　 改善協議会の委員である者は、改正後の条例の規定により県漁業経営構造改善
　　　　 協議会又は地区漁業経営構造改善協議会の委員として任命されたものとし、そ
　　　　 の任期は残任期間とすることとした。
　◇土地収用法等に基づく参考人及び鑑定人の手当に関する条例
　　（１）　 土地収用法第 ��条第 �項の規定により出頭した参考人又は鑑定人に対して、
　　　　 参考人又は鑑定人が意見陳述又は鑑定を行うに当たり必要とした特別の技能の
　　　　 程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して、その都度熊本県収用委員会が
　　　　 定める額の手当を支給することとした。（第 �条関係）
　　（２）　 仲裁委員の求めに応じて意見陳述又は鑑定を行った参考人又は鑑定人に対　
　　　　 して、参考人又は鑑定人が意見陳述又は鑑定を行うに当たり必要とした特別の
　　　　 技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して、その都度知事が定める
　　　　 額の手当を支給することとした。（第 �条関係）
　　（３）　 施行日
　　　　　 土地収用法の一部を改正する法律（平成 ��年法律第 ���号）の施行の日から
　　　　 施行することとした。ただし、第 �条の規定は、公布の日から施行することと
　　　　 した。
　◇熊本県立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
　　（１）　 同和教育推進業務手当を廃止することとした。
　　（２）　 教員特殊業務手当の支給対象となる日のうち、週休日等以外の土曜日に相当
　　　　 する日を休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が �時間である日に改めるこ
　　　　 ととした。
　　（３）　 施行日
　　　　　 この条例は、公布の日から施行し、教員特殊業務手当の規定については、平
　　　　 成 ��年 �月 �日から適用することとした。
　◇熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
　　（１）　 同和教育推進業務手当を廃止することとした。
　　（２）　 施行日
　　　　　 この条例は、公布の日から施行することとした。
　◇熊本県警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例の一部を改正する
　　 条例
　　（１）　 警察官に貸与する装備品の品目に識別章を追加し、手帳を警察手帳に改める
　　　　 こととした。
　　（２）　 施行日
　　　　　 この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、第 �条第 �号の改
　　　　 正規定は、平成 ��年 ��月 �日から適用することとした。
　◇熊本県警察の交通巡視員に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例を廃止
　　 する条例
　　（１）　 熊本県警察の交通巡視員に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条
　　　　 例は、廃止することとした。
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　　（２）　 施行日
　　　　　 この条例は、公布の日から施行することとした。
　◇熊本県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
　　（１）　 地方自治法の一部改正に伴い、必要な規定の整理を行うこととした。
　　（２）　 この条例は、公布の日から施行することとした。

　条　　 例

　熊本県手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
熊本県条例第 43 号
　　　 熊本県手数料条例の一部を改正する条例
　熊本県手数料条例（平成 ��年熊本県条例第 �号）の一部を次のように改正する。
　第 �条第 �項第 ���号の次に次の �号を加える。
　（���）の２　 土地収用法第 ��条の �第 �項の規定に基づく仲裁の申請に対する審査
　　 仲裁申請手数料　 �������円
　第 �条第 �項第 ���号中「�������円」を「�������円」に改め、同項第 ���号の次に次の
��号を加える。
　（���）の２　 住民基本台帳法（昭和 ��年法律第 ��号）第 ��条の ��第 �項の規定に基
　　 づく本人確認情報の開示に関する事務
　　 本人確認情報開示手数料　 ��円
　第 �条第 �項第 ���号中「�������円」を「�������円」に、「�������円」を「�������円�」
に、「������円」を「������円」に改める。
　　　 附　 則
　（施行期日）
１　 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 �条第 �項第 ���号の次に �号を加
　える改正規定及び同項第 ���号の改正規定は平成 ��年 �月 ��日から、同項第 ���号の
　次に �号を加える改正規定及び附則第 �項の規定は同年 �月 �日から施行する。
　（経過措置）
２　 平成 ��年度に熊本県立技術短期大学校に入学する聴講生に係る入学料の額は、改正後
　の第 �条第 �項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
　（熊本県収入証紙条例の一部改正）
３　 熊本県収入証紙条例（昭和 ��年熊本県条例第 ��号）の一部を次のように改正する。
　　 別表第 �手数料の項第 ���号の次に次のように加える。

　熊本県住民基本台帳法施行条例をここに公布する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
熊本県条例第 44 号
　　　 熊本県住民基本台帳法施行条例
目次
　第 �章　 総則（第 �条）
　第 �章　 熊本県本人確認情報保護審議会（第 �条－第 �条）
　第 �章　 情報提供手数料（第 �条・第 ��条）
　第 �章　 雑則（第 ��条）
　附則
　　　 第１章　 総則
　（趣旨）
第１条　 この条例は、住民基本台帳法（昭和 ��年法律第 ��号。以下「法」という。）の施
　行に関し必要な事項を定めるものとする。
　　　 第２章　 熊本県本人確認情報保護審議会
　（設置）
第２条　 法第 ��条の �第 �項の規定に基づき、熊本県本人確認情報保護審議会（以下「審
　議会」という。）を設置する。
　（組織）
第３条　 審議会は、委員 �人以内をもって組織する。
　（委員）
第４条　 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
２　 委員の任期は、�年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
３　 委員は、再任されることができる。
４　 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
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　（会長）
第５条　 審議会に、会長を置く。
２　 会長は、委員の互選により定める。
３　 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
４　 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
　（会議）
第６条　 審議会は、会長が招集し、議長となる。
２　 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
３　 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決
　するところによる。
　（庶務）
第７条　 審議会の庶務は、総務部において処理する。
　（会長への委任）
第８条　 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に
　諮って定める。
　　　 第３章　 情報提供手数料
　（情報提供手数料の収受）
第９条　 法第 ��条の ��第 �項の総務大臣が指定する者（以下「指定情報処理機関」とい
　う�。）が行う法第 ��条の �第 �項の規定による本人確認情報の提供（以下「本人確認情
　報の提供」という。）に係る手数料（以下「情報提供手数料」という。）は、指定情報処
　理機関にその収入として収受させる。
　（情報提供手数料の額）
第��条　 情報提供手数料の額は、本人確認情報の提供に要する費用を本人確認情報の提供
　の見込み件数で除して得た額を基礎として、指定情報処理機関が知事の承認を受けて定
　める。
　　　 第４章　 雑則
第��条　 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定め
　る。
　　　 附　 則
　この条例は、平成 ��年 �月 �日から施行する。

　熊本県立肥後学園設置条例の一部を改正する等の条例をここに公布する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
熊本県条例第 45 号
　　　 熊本県立肥後学園設置条例の一部を改正する等の条例
第１条　 熊本県立肥後学園設置条例（昭和 ��年熊本県条例第 ��号）の一部を次のように
　改正する。
　　 第１条を次のように改める。
　　（設置の目的）
　第１条　 知的障害児の療育訓練を行うため、熊本県立肥後学園（以下「学園」という。）
　　 を設置する。
第２条　 熊本県立肥後学園設置条例は、廃止する。
　　　 附　 則
　この条例中第 �条の規定は公布の日から、第 �条の規定は平成 ��年 �月 �日から施行す
る。

　熊本県沿岸漁業構造改善協議会等設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
熊本県条例第 46 号
　　　 熊本県沿岸漁業構造改善協議会等設置条例の一部を改正する条例
　熊本県沿岸漁業構造改善協議会等設置条例（昭和 ��年熊本県条例第 ��号）の一部を次
のように改正する。
　題名を次のように改める。
　　　 熊本県漁業経営構造改善協議会等設置条例
　第 �条第 �項中「沿岸漁業構造改善事業」を「漁業経営構造改善事業」に、「熊本県沿
岸漁業構造改善協議会」を「熊本県漁業経営構造改善協議会」に改め、同条第 �項中「地
区沿岸漁業構造改善協議会」を「地区漁業経営構造改善協議会」に改める。
　　　 附　 則
１　 この条例は、公布の日から施行する。
２　 この条例の施行の際現に熊本県沿岸漁業構造改善協議会の委員又は地区沿岸漁業構造
　改善協議会の委員である者は、この条例による改正後の熊本県漁業経営構造改善協議会
　等設置条例第 �条第 �項又は第 �項の規定により熊本県漁業経営構造改善協議会の委員
　又は地区漁業経営構造改善協議会の委員として任命されたものとする。この場合におい
　て、委員の任期は、この条例の施行の際における熊本県沿岸漁業構造改善協議会の委員
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　又は地区沿岸漁業構造改善協議会の委員としての残任期間に相当する期間とする。

　土地収用法等に基づく参考人及び鑑定人の手当に関する条例をここに公布する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
熊本県条例第 47 号
　　　 土地収用法等に基づく参考人及び鑑定人の手当に関する条例
　（趣旨）
第１条　 この条例は、土地収用法（昭和 ��年法律第 ���号。以下「法」という。）第 ��条
　第 �項及び土地収用法施行令（昭和 ��年政令第 ���号）第 �条の �の �第 �項第 �号の
　規定に基�づき、参考人及び鑑定人の手当に関し必要な事項を定めるものとする。
　（手当の支給等）
第２条　 法第 ��条第 �項の規定により熊本県収用委員会に命じられて出頭した参考人又
　は鑑定人には、手当を支給する。
２　 前項の手当の額は、参考人又は鑑定人が意見陳述または鑑定を行うに当たり必要とし
　た特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して、その都度熊本県収用委
　員会が定める。
第３条　 仲裁委員の求めに応じて意見陳述又は鑑定を行った参考人又は鑑定人には、手当
　を支給する。
２　 前項の手当の額は、参考人又は鑑定人が意見陳述又は鑑定を行うに当たり必要とした
　特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して、その都度知事が定める。
　　　 附　 則
　この条例は、平成 ��年 �月 ��日から施行する。ただし、第 �条の規定は、公布の日か
ら施行する。

　熊本県立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
熊本県条例第 48 号
　　　 熊本県立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
　熊本県立学校職員の給与に関する条例（昭和 ��年熊本県条例第 ��号）の一部を次のよ
うに改正する。
　第 �条第 �項中「週休日」の次に「（以下「週休日」という。）」を加える。
　第 ��条第 �項中「、同和教育推進業務手当」を削り、同条第 ��項第 �号中「勤務時間
条例第 �条第 �項、第 �条及び第 �条の規定に基づく週休日、」を「週休日若しくは休日
等（」に、「若しくは国」を「又は国」に、「（以下この項において「週休日等」と総称す
る。）」を「をいう。以下同じ。）」に改め、同項第 �号中「週休日等又は週休日等以外の土
曜�日若しくはこれに相当する日」を「週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の
勤務時間が �時間である日」に改め、同条第 ��項を削り、同条第 ��項を同条第 ��項とす
る。
　第 ��条第 ��号を削り、同条第 ��号を同条第 ��号とする。
　第 ��条の �中「勤務時間条例第 �条第 �項、第 �条及び第 �条の規定に基づく」を削る。
　　　 附　 則
　この条例は、公布の日から施行し、改正後の第 ��条第 ��項の規定は、平成 ��年 �月 �
日から適用する。

　熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
熊本県条例第 49 号
　　　 熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
　熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例（昭和 ��年熊本県条例第 ��号）の一部を
次のように改正する。
　第 ��条中「、同和教育推進業務手当」を削る。
　第 ��条の �中「、教員特殊業務手当及び同和教育推進業務手当」を「及び教員特殊業�
務手当」に改める。
　　　 附　 則
　この条例は、公布の日から施行する。

　熊本県警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例の一部を改正する条例
をここに公布する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
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熊本県条例第 50 号
　　　 熊本県警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例の一部を改正する
　　　 条例
　熊本県警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例（昭和 ��年熊本県条例
第 ��号）の一部を次のように改正する。
　第 �条中「については、�」を「及び識別章については、各 �」に改め、第 �号を第 �号
とし、第 �号から第 �号までを �号ずつ繰り下げ、同条第 �号中「手　 帳」を「警察手帳」
に改め、同号を同条第 �号とし、同条第 �号の次に次の �号を加える。
　（２）　 識別章
　　　 附　 則
　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 �条第 �号の改正規定は、平成 ��年
��月 �日から施行する。

　熊本県警察の交通巡視員に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例を廃止する
条例をここに公布する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
熊本県条例第 51 号
　　　 熊本県警察の交通巡視員に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例を廃止
　　　 する条例
　熊本県警察の交通巡視員に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例（昭和 ��年
熊本県条例第 ��号）は、廃止する。
　　　 附　 則
　この条例は、公布の日から施行する。

　熊本県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
熊本県条例第 52 号
　　　 熊本県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
　熊本県政務調査費の交付に関する条例（平成 ��年熊本県条例第 ��号）の一部を次のよ
うに改正する。
　第 �条中「第 ���条第 ��項及び第 ��項」を「第 ���条第 ��項及び第 ��項」に改める。
　　　 附　 則
　この条例は、公布の日から施行する。

　登載依頼

　熊本県議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　 平成 ��年 �月 �日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県議会議長　 荒　 木　 詔　 之　　　
熊本県議会会議規則第 1 号
　　　 熊本県議会会議規則の一部を改正する規則
　熊本県議会会議規則（平成 �年熊本県議会会議規則第 �号）の一部を次のように改正す
る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
　目次中「第 ��章　 補則（第 ���条）」を　　　　　　　　　　　　　　　 に改める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
　第 �条第 �項中「事故」を「公務、疾病、出産その他の事故」に改める。
　第 �条中「招集地に」を削り、「定め」を「定めたときは」に改める。
　第 ��条中「招集地における議員の宿所若しくは連絡所」を「議員の住所（第 �条の規定
による届出をした者にあっては、当該届出の宿所又は連絡所）」に改める。
　第 ��条第 �項中「、請願者の住所及び氏名（法人の場合にはその名称及び代表者の氏
名）を記載し、押印」を「及び請願者の住所（法人にあってはその所在地）を記載し、請
願者（法人にあってはその名称を記載し、代表者）が署名又は記名押印」に改める。
　第 ��章中第 ���条を第 ���条とし、同章を第 ��章とし、第 ��章の次に次の �章を加え
る。
　　　 第 ��章　 議員の派遣
　（議員の派遣）
第 ���条　 法第 ���条第 ��項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決で
　これを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定するこ
　とができる。
２　 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間そ
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　の他必要な事項を明らかにしなければならない。
　　　 附　 則
　この規則は、公布の日から施行する。
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